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Ⅱ．各 論（それぞれの機能障害について） 

 

１．視覚障害 

◆ 「視力障害」と「視野障害」とでそれぞれ等級を算出して、２つを合算する 

◆ 視力障害 

◇ 視力は左右の矯正視力の良い方が基本となる(平成30年7月より改正) 

0～0.01     １級 

0.02～0.03  ２級(他眼が手動弁以下の場合には0.04も２級) 

0.04～0.07  ３級(他眼が手動弁以下の場合には0.08も３級) 

0.08～0.1   ４級 

0.2 かつ他眼が0.02以下   ５級 

0.3～0.6 かつ他眼が0.02以下  ６級 

◇ 視力0.15は0.1として扱う 

◇ 複視により両眼を同時に使用できない場合は、非優位眼の視力を0として扱う 

◆ 視野障害 

◇ 視野はゴールドマン型視野計or自動視野計で判断(平成30年7月より改正) 

 

 

◇ 視野の計測条件  (どちらも視野図の添付が必須) 

・ ゴールドマン型視野計 

・周辺視野  Ⅰ/４視標 

・中心視野  Ⅰ/２視標 

・ 自動視野計 

 ・周辺視野  両眼開放エスターマンテストの視認点数 

 ・中心視野  10-2プログラムで感度26dB以上の検査点数（視認点数） 

※ 視標サイズⅢ，背景輝度31.5asb 
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◆ ５級 周辺視野“軽度”欠損 または 中心視野“軽度”欠損 

 ※平成30年7月より改正 

◆ ４級 周辺視野“重度”欠損 

◆ ３級 周辺視野“重度”欠損 かつ 中心視野“軽度”欠損 

◆ ２級 周辺視野“重度”欠損 かつ 中心視野“重度”欠損 

 

◇ 周辺視野“軽度”欠損 

・ ゴールドマン型 両眼による視野が1/2以上欠損 

・ 自動視野計   エスターマンテストの両眼開放視認点数100点以下 

◇ 周辺視野“重度”欠損 

・ ゴールドマン型 周辺視野角度の総和80度以下 

※平成30年7月より従来の「視野全周10度以内」から変更 

・ 自動視野計   エスターマンテストの両眼開放視認点数70点以下 

◇ 中心視野“軽度”欠損 

・ ゴールドマン型 両眼中心視野角度56度以下 

・ 自動視野計   両眼中心視野視認点数40点以下 

◇ 中心視野“重度”欠損 

・ ゴールドマン型 両眼中心視野角度28度以下 

・ 自動視野計   両眼中心視野視認点数20点以下 

◇ 両眼中心視野角度・視認点数とは？ 

・ （「良い方の中心視野角度の総和・視認点数」×3 

＋「悪い方の中心視野角度の総和・視認点数」×1）／4 

・ 小数点以下は四捨五入 
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◆ 中心10度以内に視野がない場合の対応 

◇ 周辺視野角度の総和は、I/4視標にて中心10度以内に存在しない場合は80度以

下とする 

◇ 中心視野角度の総和は、I/2視標にて中心10度以内に存在しない場合は0度と

する 

◇ I/4視標にて中心10度以内に視野が存在しない場合は、より条件の厳しいI/2

視標でも視野が存在しないと考えられるため、これだけで視野２級と判定でき

る 

◆ 輪状暗点 

◇ ゴールドマンI/4視標にて、周辺の視野が残存していても、中心部の視野と連

続していない場合には、中心部の視野のみで評価する 
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◆ よくある悩ましいケース 

◇ 意識障害や重度の認知症・知的障害などで検査が十分にできず、「測定不

能」と記載している場合 

・ 他覚的に視覚喪失が確認できる眼球摘出・無眼球は視力０と認定できる 

・ 眼所見（あるいは脳の画像診断）や行動観察などから障害があると推定さ

れる場合は認定できる 

◆ よくある記載もれ・誤り 

・ １ページ①障害名の〇と最下段の等級の相違 

・ ２ページ２Ａゴールドマン型視野計の場合の ⑴ 両眼による視野が２分の１以

上欠損（はい・いいえ）の〇のもれ 

・ 視野表の添付もれ 

 

  


